
埼玉県生活交通確保対策地域協議会設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、乗合バス事業に係る維持方策を協議し、県内の生活交通の

 確保を図るため、埼玉県生活交通確保対策地域協議会（以下「協議会」

 という。）を設置する。 

 （協議事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議する。 

（１）生活交通の確保に関する方針の策定 

（２）具体的な路線に関する計画の策定 

（３）その他生活交通の確保に必要な事項 

 （構成） 

第３条 協議会は、別表１に掲げる者をもって構成する。  

 （会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は埼玉県企画財政部地域経営局長を、副会長は国土交通省関東運

輸局埼玉運輸支局長をもってあてる。  

３ 会長は協議会を代表し、会務を統括する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理す

 る。 

 （協議会の開催） 

第５条 協議会は、必要の都度会長が招集する。 

２ 協議会は、構成員の半数以上の出席をもって、成立するものとする。  

３ 協議会の議長は、会長が行う。 

４ 会長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見等を聴くこととする。  

 （分科会） 

第６条 会長は、具体的な路線に係る生活交通の確保に関する計画の策定

 について協議を行わせるため、必要に応じて分科会を召集することがで

 きる。 

２ 協議会は、分科会の協議結果を、協議会の協議結果とすることができ

 る。 

 （分科会の構成） 

第７条 分科会は、別表２に掲げる者をもって構成する。  



（分科会の議長及び副議長） 

第８条 分科会に議長及び副議長を置く。  

２ 議長は埼玉県企画財政部交通政策課長を、副議長は国土交通省関東運

 輸局埼玉運輸支局首席運輸企画専門官をもってあてる。 

３ 議長は、分科会を代表し、会務を統括する。 

４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理す

 る。 

 （事務局） 

第９条 協議会の事務局は埼玉県企画財政部交通政策課において処理す 

 る。 

 （その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び分科会の運営に関し必

 要な事項は会長が別に定める。 

 

    附 則 

この要綱は、平成１３年２月２０日から施行する。 

 

    附 則 

この要綱は、平成１３年１１月２９日から施行する。 

 

    附 則 

この要綱は、平成１４年７月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２７年３月２５日から施行する。 

 

 



  附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

別表１ 

  埼玉県生活交通確保対策地域協議会構成員 

 

 

 埼玉県企画財政部地域経営局長 

 国土交通省関東運輸局自動車交通部長 

 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長 

 副市町村長 

 一般社団法人埼玉県バス協会会長 

 

 

別表２ 

  埼玉県生活交通確保対策地域協議会分科会構成員 

 

 埼玉県企画財政部交通政策課長 

 国土交通省関東運輸局自動車交通部旅客第一課長 

 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局首席運輸企画専門官 

 協議路線に関係する関係市町村交通政策担当課長 

 一般社団法人埼玉県バス協会専務理事 

 協議路線に関係する一般乗合旅客自動車運送事業者等の責任者 



 


